
基準値 目標値 達成

24年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 28年度

0市町村
（累計）

－ 3 6 10 － －

－ 3 8 10 －

基準 目標 達成

24年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 28年度

0市町村
（累計）

6 16 30 36 － －

－ － 36 36 38

施策の分析

施策の進捗状況（実績）

③相当程度進展あり（各行政機関共通区分）

（判断根拠）

　 対策地域内廃棄物処理計画（平成25年12月一部改定）において、避難指示
解除準備区域及び居住制限区域における帰還の妨げとなる廃棄物を速やか
に撤去し、仮置場へ搬入することを優先目標として進めていくと規定されてい
る。
平成27年度末時点で、平成27年度には、帰還困難区域を除いて、帰還の妨げ
となる廃棄物の仮置場への搬入について一通り完了した。
　 また、対策地域内廃棄物と指定廃棄物の処理については、仮置場の確保及
び仮設処理施設の整備が進んでいる。
 　なお、福島県以外の県においては、指定廃棄物の今後の処理方針につい
て、ご地元との調整を続けている。

目標達成度合いの
測定結果

放射性物質に汚染された廃棄物の処理には、自治体や地元住民の理解を得ることが重要であり、丁寧な
対応が必要である。

【進捗状況】
対策地域内廃棄物である災害廃棄物等の処理において、
①当面必要な仮置場25箇所を供用開始済みであり、災害廃棄物等を順次搬入し、平成27年度末時点で
の搬入量は約82万 トンとなっている。
②可燃物を減容化処理するために必要な仮設焼却施設の設置を8市町村（9施設）で計画しており、平成
27年度末現在で、1施設が処理を完了、6施設が稼働中、1施設が建設工事中、１施設が建設工事準備中
である。

指定廃棄物の処理において、
①福島県鮫川村において、8,000Bq/kg超の農林業系副産物の減容化と安定化を図るための事業につい
て、仮設焼却施設での処理を完了した。
②福島県飯舘村蕨平地区において、飯舘村と周辺５市町村の可燃性廃棄物等を処理するための仮設焼
却施設が、平成28年１月、稼働を開始した。
③福島県以外の県については、平成28年２月に茨城県において、指定廃棄物の処理方針が決定した。ま
た、平成27年度末までに、宮城県において、指定廃棄物の放射能濃度の再測定が完了した。

評
価
結
果

施策に関係する内閣の重
要政策（施政方針演説等
のうち主なもの）

測定指標

＜対策地域内廃棄物＞
帰還の妨げとなる廃棄物
を撤去し、仮置場への搬
入が完了した市町村数。

年度ごとの目標値

＜対策地域内廃棄物・指
定廃棄物＞
仮置場の確保・仮設処理
施設の設置数

年度ごとの目標

実績値

○

○

合計（a＋b＋c） 91,406 145,953 149,896

執行額（百万円） 23,644 40,088 88,464

補正予算（b） － － －

繰越し等（c） ▲ 5,733 7,901 11,186

25年度 26年度 27年度 28年度

予算の
状況
（百万
円）

当初予算（a） 97,139 138,052 138,710 214,021

達成すべき目標
避難指示解除準備区域及び居住制限区域における帰還の妨げとなる廃棄物（対策地域内廃棄物）を撤去
し、仮置場への搬入を完了する。最終的には、放射性物質に汚染された廃棄物を適正に処理する。

施策の予算額・執行額等

平成２７年度実施施策に係る政策評価書
（環境省２７－㊸）

施策名 目標１０－１　放射性物質により汚染された廃棄物の処理

施策の概要
放射性物質汚染対処特措法の円滑な施行等により、放射性物質により汚染された廃棄物の適正な処理を
推進する。

区分

別紙２資料１－５



学識経験を有する者の知
見の活用

－

次期目標等への
反映の方向性

政策評価を行う過程にお
いて使用した資料その他
の情報

－

担当部局名

大臣官房廃棄物・
リサイクル対策部
指定廃棄物対策担
当参事官室

　作成責任者名
　 （※記入は任意）

指定廃棄物
対策担当参事官

政策評価実施時期 平成28年8月

【施策】
放射性物質に汚染された廃棄物の処理は、原子力災害からの復興・再生に欠かせない重要な業務であ
り、引き続き対応すべき施策である。

【測定指標】
廃棄物の処理の進捗状況が定量的に示せるよう、平成26年度の測定指標から対策地域内廃棄物処理計
画（平成25年12月一部改定）において定められている市町村数と仮置場の確保・仮設処理施設の設置数
に変更した。引き続き、定量的な指標で廃棄物の処理の進捗を表していく。



目標 達成
各自治体の
特別地域内
除染実施計
画に定めると

おり

当該地域を
段階的かつ
迅速に縮小
（ただし、線
量が高い地
域は長期の
取組が必要）

目標 達成

長期的な目標

総合的・重層
的な放射線
防護措置に

より個人が受
ける年間追

加被ばく線量
1ミリシーベ

ルト以下を目
指す

目標 達成

長期的な目標

平成２７年度実施施策に係る政策評価書
（環境省２７－㊹）

施策名 目標１０－２　放射性物質汚染対処特措法に基づく除染等の措置等

施策の概要 放射性物質汚染対処特措法に基づき、除染等の措置等を迅速に実施する。

達成すべき目標
東京電力福島第一原子力発電所の事故によって飛散した放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活
環境に及ぼす影響を速やかに低減する。

施策の予算額・執行額等

区分 25年度 26年度 27年度 28年度

予算の
状況
（百万
円）

当初予算（a） 657,009

補正予算（b） 80,407 150,000 78,301

606,237 660,867

執行額（百万円）

512,441 355,987 491,133

施策に関係する内閣の重
要政策（施政方針演説等
のうち主なもの）

骨太の方針２０１６
「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」改訂（2015年６月閣議決定）
「復興・創生期間」における東日本大震災からの復興の基本方針（2016年３月11日閣議決定）

追加被ばく線量が年間20
ミリシーベルト以上の地域

繰越し等（c） ▲ 114,803 100,250 91,433

合計（a＋b＋c） 478,045

464,477 539,308 548,242

中間貯蔵施設の整備及
び除去土壌等の搬入の
推進

施策の進捗状況（実績）

　福島県内の除染に伴い発生した土壌や廃棄物等を福島県外
で最終処分するまでの間、安全かつ集中的に管理・保管する
中間貯蔵施設については、平成27年3月から、安全かつ確実に
輸送を実施できることを確認するため、おおむね一年程度か
け、それぞれの現地状況に応じて約1,000㎥程度ずつ除去土壌
等を輸送するパイロット輸送を開始し、当初予定していた福島
県内全43市町村からパイロット輸送による除去土壌等の搬入
を実施した。
　並行して、施設整備の前提となる用地の取得については、個
別訪問等による丁寧な説明を行うとともに地権者の了解を得た
上で物件調査を行い、その結果に基づいて、順次、補償額の
算定作業と提示を進めている。平成27年11月に、用地取得を
促進するために「地権者説明の加速化プラン」を取りまとめた。
　さらに、平成28年２月に、「平成28年度を中心とした中間貯蔵
施設事業の方針」を公表し、同年３月には「当面５年間の見通
し」を公表した。
　なお、除去土壌等の減容・再生利用に関する技術開発戦略
等について検討を進めていくため、外部有識者から構成される
「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用に関する技術開発戦
略検討会」を立ち上げ、検討を行い、検討会の結果を受け、技
術開発・実証、再生利用の推進等を含む除去土壌等の減容・
再生利用に係る技術開発戦略を取りまとめた。

―

　除染特別地域においては、平成27年度末までに田村市、大
熊町、楢葉町、川内村、葛尾村、川俣町及び双葉町について、
除染実施計画に基づく面的除染が完了。残りの市町村につい
ても除染実施計画に基づく除染を平成28年度中に完了させる
べく除染実施中。
　なお、避難指示解除の要件（①空間線量率が推定された年
間積算線量が20ミリシーベルト以下になることが確実であるこ
と、②電気、ガス、上下水道、主要交通網、通信など日常生活
に必須なインフラや医療・介護・郵便などの生活関連サービス
が概ね復旧すること、子どもの生活環境を中心とする除染作業
が十分に進捗すること、③県、市町村、住民との十分な協議）
が充足された地域は避難指示が解除され、平成28年３月まで
に11市町村中３市町村で避難指示が解除された。

―

追加被ばく線量が年間２
０ミリシーベルト未満の地
域における、年間追加被
ばく線量

施策の進捗状況（実績）

　政府としては、除染のみならず、モニタリングや食品の安全管
理、リスクコミュニケーション等の施策を通じ、住民の方々が生
活する中で、個人が受ける追加被ばく線量を、長期目標とし
て、年間１ミリシーベルト以下になることを目指し放射線防護措
置に取り組んでいる。
　その中で除染については、汚染状況重点調査地域について、
８県93市町村において、除染実施計画に基づき、作業が進めら
れている。そのうち子供の生活環境を含む公共施設等につい
ては、福島県内で約９割、福島県外ではほぼ完了となるなど、
予定された除染が完了に近づいている。

―

中間貯蔵施
設の整備及
び除去土壌
等の搬入

測定指標

施策の進捗状況（実績）
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施策の分析

次期目標等への
反映の方向性

平成28年度末までの除染実施計画に基づく面的除染の完了、中間貯蔵施設の整備及び除去土壌等の搬入
の推進に向け、政府一丸となって取り組む。

評
価
結
果

目標達成度合いの
測定結果

（各行政機関共通区分） 相当程度進展あり

（判断根拠）

○放射性物質汚染対処特措法の成立（平成23年8月）後、基本方針の閣議決定、
関係政省令の制定、除染関係ガイドラインの作成等を経て、平成24年１月から全面
施行され、本法の基本方針等に基づき、除染等の措置等に取り組んでいる。
　具体的には、国が除染を行う除染特別地域については、平成 26年度末までに、
田村市、楢葉町、川内村及び大熊町について計画に基づく除染が完了した。また、
平成27年度末までに、葛尾村、川俣町及び双葉町についても計画に基づく面的除
染が完了した。
　市町村が中心となって除染を実施する区域についても、福島県内では子どもの生
活環境を含む公共施設等、農地・牧草地の除染は約９割、住宅は約８割に達し、福
島県外では「完了」、「概ね完了」市町村が57市町村中49市町村となる等予定した
除染の終了に近づいている。また、平成28年３月には、汚染状況重点調査地域に
指定されていた茨城県鉾田市、栃木県佐野市の指定が解除となった。

○平成27年２月に福島県並びに大熊町及び双葉町に中間貯蔵施設への除去土壌
等の搬入を受け入れていただき、同年３月から両町の仮置場から中間貯蔵施設内
の保管場へのパイロット輸送開始した。平成28年３月までに、約45000㎥の除染土
壌等を搬入した。
並行して、施設の整備に必要な用地取得を進め、平成28年３月末時点で、83件、約
22㏊の用地を取得した。
　また、「平成28年度を中心とした中間貯蔵施設事業の方針」に基づき、平成28年
度から本格的な施設の整備に着手するとともに、段階的に輸送量を増加していくこ
ととしている。

○除染作業の実施にあたって、仮置場の確保、地権者の同意取得及び作業員の確保が前提となる。国直轄
除染については、11市町村中７市町村において除染が完了するなど、確実に進捗している。残りの４市町村に
ついても、除染の加速化及び円滑化を図り、可能な限り工期を短縮化していく。市町村が中心となって除染を
実施する区域についても、引き続き、財政的措置はもとより、技術的支援を行っていく。

○「平成28年度を中心とした中間貯蔵施設事業の方針」に基づき、平成28年度から本格的な施設の整備に着
手するとともに、段階的に輸送量を増加していくこととしている。用地取得や施設整備などの施設への継続的
な搬入に向けた取組を引き続き着実に進めていくことが必要である。

学識経験を有する者の知
見の活用

放射性物質汚染対処特措法施行状況検討会、環境回復検討会、中間貯蔵施設安全対策検討会、中間貯蔵
施設環境保全対策検討会、中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送に係る検討会、中間貯蔵除去土壌等の減
容・再生利用技術開発戦略検討会等

政策評価を行う過程にお
いて使用した資料その他
の情報

除染の進捗等については随時、「環境回復検討会」等において議論を行い、開催後速やかに環境省HPに資料
及び議事録を公表している。

担当部局名

放射性物質汚染対
策担当参事官室
中間貯蔵施設担当
参事官室

　作成責任者名
　 （※記入は任意）

神谷洋一（放射性物質
汚染対策担当参事官）
西村治彦（中間貯蔵施
設担当参事官）

政策評価実施時期 平成28年８月



基準値 目標値 達成

２４年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 毎年度

15 15 20 22 20 20

10 20 20 20

基準値 目標 達成

２６年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 毎年度

92 92 87 80

80 80

基準値 目標 達成

２６年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 毎年度

100 100 100 100

100 100

施策の分析

平成２７年度実施施策に係る政策評価書
（環境省２７－㊺）

施策名 目標１０－３　放射線に係る一般住民の健康管理・健康不安対策

施策の概要

今般の福島原発事故を受け、福島県が創設した「福島県民健康管理基金」に交付金を交付するなど、原
子力被災者の健康の確保に必要な事業を中長期的に実施する体制整備を支援した。さらに、原子力被
災者の健康確保に万全を期すため、福島県の基金実施事業の前提となる被ばく線量の評価、人材育
成、リスクコミニュケーションの推進等の国として実施すべき事業を行う。

達成すべき目標 原子力被災者の健康確保、健康不安の解消

施策の予算額・執行額等

区分 25年度 26年度 27年度 28年度

予算の
状況
（百万
円）

当初予算（a） 1,400 2,309 2,256 2,151

補正予算（b） ▲350 0 0 -

繰越し等（c） 0 0 0

合計（a＋b＋c） 1,050 2,309 2,256

執行額（百万円） 942 1,331 1,425

施策に関係する内閣の重
要政策（施政方針演説等
のうち主なもの）

・福島復興再生特別措置法及び同法に基づく福島復興再生基本方針
・東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の
生活支援等に関する施策の推進に関する法律及び同法に基づく基本方針

①研究の採択等件数
（被ばく線量評価、健康影
響、健康不安対策等に関

する調査研究）

実績値

○

年度ごとの目標値

原子力被災者の健康確保に万全を期すため、福島県の基金実施事業の前提となる被ばく線量の評価、
人材育成、リスクコミニュケーションの推進等の国として実施すべき事業を行った。また、「東京電力福島
第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理のあり方に関する専門家会議　中間取りまとめ」を受けた
「環境省における当面の施策の方向性」を踏まえた対応を行う必要があることも踏まえ、以下のとおり課
題を整理した。
・被ばく線量評価、健康影響、健康不安対策等に関する調査研究（測定指標①）については、「施策の方
向性」のうち「事故初期における被ばく線量の把握・評価の推進」「福島県及び福島近隣県における疾病
罹患動向の把握」について実施する必要がある。
・安心・リスクコミュニケーション事業（測定指標②）は、「施策の方向性」において「リスクコミュニケーショ
ン事業の継続・充実」を図るとされているため、実施する必要がある。
・放射線影響に関する相談員の支援拠点事業（測定指標③）においては、施策の方向性における「リスク
コミュニケーション事業の継続・充実」を受け、避難指示解除の拡大に伴う相談等の増加に対応していく
必要がある。

測定指標

③対応率（％）
（相談員支援センターにお

ける相談対応）

実績値

②受講者満足度（％）
（保健医療福祉等関係者
研修会、住民セミナー平

均）

実績値

○

年度ごとの目標

○

年度ごとの目標

評
価
結
果

目標達成度合いの
測定結果

（各行政機関共通区分） 目標達成

（判断根拠）

・被ばく線量評価、健康影響、健康不安対策等に関する調査研究（測定指標
①）については、有識者による研究成果及び次年度の研究計画の評価を実
施し、20件の採択等実施した。
・安心・リスクコミュニケーション事業（測定指標②）においては、統一的資料を
改訂するとともに、保健医療福祉関係者、教育関係者等に対し基礎研修、応
用研修、研修講師の育成研修、住民に対し住民セミナー等を実施し、87％の
受講者満足度を得た。
・放射線影響に関する相談員の支援拠点事業（測定指標③）においては、い
わき市に設置した放射線リスクコミュニケーション相談員支援センターにおい
て、相談員から寄せられる放射線による健康不安等に係る相談ヘの対応を
実施。センターに寄せられる相談に100％対応した。

別紙２別紙２



学識経験を有する者の知
見の活用

次期目標等への
反映の方向性

【施策】
上記のような成果と課題の整理ができたことを踏まえ、これを継続して実施する
【測定指標】
施策目標の全体的な達成度を測定する指標として、より適切な項目立て等を継続して検討する

政策評価を行う過程にお
いて使用した資料その他
の情報

担当部局名
環境保健部放射線
健康管理担当参事

官室

　作成責任者名
　 （※記入は任意）

放射線健康管理
担当参事官
前田　光哉

政策評価実施時期 平成28年６月


